
 

■10月30日（月）について、朝6時31分の時点で下記の地域のいずれかに

特別警報または暴風警報が発表されている場合は開室を見合わせます。 

・予報一次細分区域における 

京都府南部、大阪府 

・予報二次細分区域における 

京都・亀岡、南丹、山城中部、山城南部、 

大阪市、北大阪、東部大阪、南河内、泉州 

■ただし、発表された特別警報または暴風警報が解除された 

場合は、解除後1時間30分を目安に開室します。 

＊所定の開室時刻（９：００）より早く開室することはありません。 

■14時31分以降に発表された場合は、終日休室とします。 

■朝9時以降に特別警報または暴風警報が発表された場合は、発表された 

時点で閉室します。 
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